
北海道警察では、外国人の方から「110」番通報を受けた時にすぐに対応できるように、

通訳センターにつないで、三者通話により通報することができます。

① 事件や事故に遭った時の緊急連絡先は「１１０」番です

事件や事故が起きて、警察をすぐに呼ぶ時は「１１０」番

通報をしてください。

「１１０」番で通報をすると、「北海道警察本部通信指令室」

というところにつながります。

② 通訳人につないで、三者通話をします

日本語を話せない外国人の方からの通報が

あった場合、通訳センターにつなぎ、通訳人を

介して通報内容をお聞きします。

※ 「１１０」番した時には次のことを聞きますので

慌てずにゆっくり答えてください。

○ 事件ですか、事故ですか。何があったんですか

○ それはいつですか、場所はどこですか

○ あなたのお名前、電話番号を教えてください など

③ 警察官が現場に向かいます

通報内容から、現場に警察官が向かいます。

警察官の指示に従い、対応してください。

～～～～～～～お問合せ先～～～～～～～

滝川警察署

代表電話（０１２５－２４－０１１０）

事故ですか？

通訳人につなぎます

WHAT KIND OF
THE ACCIDENT

IS IT?

HELP!


